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第２期
滋賀県国民健康保険保健事業実施計画の

策定に向けて

滋賀県国民健康保険保健事業実施計画（以下「県データヘルス計画」という。） 1
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第1期 県データヘルス計画について



健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施
を図るための保健事業の実施計画。

【根拠：国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針】

任
意
に
策
定
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県データヘルス計画について

１ データヘルス計画とは



「県民一人ひとりが輝ける健やかな滋賀の実現」

目指す姿

○ 市町･･・・･国保の保険者として行う保健事業について
データ活用とＰＤＣＡサイクルにより効果的・効率的に推進

○ 県・・・・・・・市町と一体となってデータヘルス計画を推進
広域的な事業の推進や、保険者間の連携等により市町を支援

「健康寿命の延伸」および「医療費の適正化」

県データヘルス計画

○ 特徴：市町データヘルス計画とたて串の通った計画としたこと

○ 国保制度改正により平成３０年度から県も保険者として国保の運営を担う

○ 国保保険者として、市町と共に保健事業を推進するため、本計画を定めるもの

県の健康課題

（１）虚血性心疾患・・・・・・・・・・虚血性心疾患の中でも急性心筋梗塞の死亡率が全国より有意に高い。

（２）脳血管疾患・・・・・・・・・・・死亡率は低下しているものの、要介護認定者の原因疾患1位である。

（３）糖尿病性腎症・・・・・・・・・人工透析患者のうち、糖尿病性腎症が原因となっている者が、44.1%である。

（４）悪性新生物（がん）・・・・・死因の1位であり、全国と比較しても女性の胃がんの死亡率は有意に高い。 4

県データヘルス計画について（第1期）

２ 県データヘルス計画の概要



滋賀県

滋賀県健康増進計画
（健康いきいき21）

滋賀県医療費適正化計画
【県民全体】

県全体の国保加入者の
健康の保持増進・医療費適正化

０歳～74歳 75歳～

連携

県と市町が連携して計画を推進することで、
県全体の国保加入者の健康の保持増進・医療費適正化を目指す。

各市町

各市町健康増進計画
【市町民全体】

各市町国保データヘルス計画
【国民健康保険加入者】

各市町（地域）ごとの健康課題に
沿った保健事業の実施

国保加入者の
健康の保持増進・医療費適正化

特定健診等実施計画

①県全体の健康課題に沿った保健事業の
共通目標設定、共同事業の実施

②各市町の健康課題に沿ったデータヘルス
計画に基づく保健事業の推進

滋賀県データヘルス計画
【国民健康保険加入者】

後期高齢者
データヘルス
計画

【後期高齢者】

整
合 整

合
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県データヘルス計画について（他計画との関係）

３ 県データヘルス計画の他計画との関係

整合
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県データヘルス計画について

１．特定健診受診率（の向上）

計画策定時
（H27）

H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標（R5）

特定健診受診率 38.2% 38.0% 38.8% 40.7% 41.8% 35.5% 39.3% 60%以上

継続受診割合 71.2% 71.9% 72.8% 73.8% 74.0% 65.8% 74.3% 75%以上

新規受診者割合 17.5% 15.3% 15.9% 16.4% 16.1% 14.0% 16.3% 19%以上

３年連続未受診者割合 45.3% 39.8%※ 41.8% 41.3% 40.1% 40.6% 41.2% 40%以下

40歳代健診受診率 19.1% 19.1% 19.8% 21.2% 23.5% 18.5% 22.9% 19%以上

50歳代健診受診率 26.4% 25.7% 25.9% 26.6% 28.0% 23.4% 27.6% 28.5%以上

特定健診未受診者かつ医療機関受診
なしの者の割合

36.0% 36.0% 36.3% 38.0% 35.9% 36.6% 36.1% 35%以下

※３年連続未受診者割合（H28）は、未受診者リストより資格喪失者を削除したため対象者数が減り、割合の減少がみられています。

２．情報提供実施率

計画策定時
（H27）

H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標（R5）

情報提供実施率 100% 86.0% 94.5% 95.8% 98.5% 99.1% 99.3% 100%

３．特定保健指導実施率（の向上）

計画策定時
（H27）

H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標（R5）

特定保健指導実施（終了）率 30.8% 32.4% 34.7% 38.2% 36.1% 35.6% 34.7% 60%以上

４．受診勧奨判定値以上の者の医療機関への受診率

計画策定時
（H27）

H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標（R5）

受診勧奨判定値以上の者の医療機関
受診率

17市町で実施

24.4%
18市町
67.4%

18市町
36.9%

19市町
43.7%

19市町
64.1%

19市町
65.1%

19市町
63.8%

19市町で実施

60%以上
18市町
89.3%

17市町
87.9%

18市町
88.6%

18市町
93.6%

18市町
97.9%

18市町
93.3%

勧奨・再勧奨
実施　100%

18市町
57.1%

19市町
48.1%

19市町
54.3%

19市町
56.5%

19市町
45.2%

19市町
42.7%

医療機関受診率

80%以上

目標項目
第２期計画時

目標項目
第２期計画時

第２期計画時
目標項目

第２期計画時

上記のうち、
別に定めるハイリスク者の医療機関
受診率

19市町で実施

41.8%

目標項目

４ 第１期 県データヘルス計画における県・市町の共通目標
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データヘルス計画ガイドラインの見直
しについて



次期計画策定において、効果的・効率的な保健事業の実施に向けて、標準
化の取組の推進や評価指標の設定の推進が進められた。

「保険者のデータヘルスの計画の標準化等の取組の推進を掲げる」

「経済財政運営と改革の基本方針2020（骨太方針2020）」 令和２年７月閣議決定

「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該
計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの
適切なＫＰＩ2の設定を推進する。」と示す。

「新経済・財政再生計画改革工程表2022」 令和４年12月 経済財政諮問会議

国民健康保険保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き

8

データヘルス計画ガイドラインの見直しについて

１ 背景・目的



○ 一般に、標準化とは、品質や性能の確保、利便性の向上、効率化等の確保などを目指すため
に、一定の基準を設定し、それに従って、作り方や評価方法などを統一することとされている。

○ データヘルス計画を都道府県レベルで標準化することにより、以下のことが期待できる。

○ 都道府県内で共通の評価指標を設定することにより、域内保険者において同じ指標で経
年的にモニタリングできるようになる

○ 他の保険者と比較したり、自保険者の客観的な状況を把握したりすることができる

○ 地域の健康状況や健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを共通化するこ
とで、これらの業務負担を軽減することができる。

○ 計画等について、関係者の理解促進につながることや他計画等との調和を検討する際に
有用である。

【標準化の利点】
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データヘルス計画ガイドラインの見直しについて

保険者

２ 標準化の推進
国民健康保険保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き



○ 都道府県と保険者等とが共通の認識を持つことができ、域内の保険者が、一定の方向
性を持って、保健事業を展開することができる。

○ 被保険者の健康状態や健康課題の状況を俯瞰的、客観的に把握することができ、保険
者への支援や助言を的確化、効率化することができる。

○ 保健事業の成果や実施率向上等につながった知見を収集、分析して、域内の保険者と
共有することにより、効果的・効率的な保健事業を実施することができる。

10

都道府県等

○ 「計画様式」

○ 「評価指標」

データヘルス計画ガイドラインの見直しについて

国民健康保険保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き

ガイドラインにより提示

○「すべての都道府県で設定することが望ましい指標」

○「地域の実情に応じて都道府県が設定する指標」
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データヘルス計画ガイドラインの見直しについて

３ 計画様式
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データヘルス計画ガイドラインの見直しについて
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データヘルス計画ガイドラインの見直しについて
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データヘルス計画ガイドラインの見直しについて

４ 共通指標
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データヘルス計画ガイドラインの見直しについて
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データヘルス計画ガイドラインの見直しについて
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次期県データヘルス計画の策定
に向けて



①現在の市町の現状を把握し、目標（値）を検討

１．第１期データヘルス計画における市町・県の共通目標

２．国が示した市町・県の共通指標（目標）
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②共通目標から削除する項目はあるか検討

①すべての都道府県で設定することが望ましい指標

②地域の実情に応じて都道府県が設定する指標

１ 第２期における市町と県の共通目標

検討の方向性

県データヘルス計画の策定に向けて

市町と検討中

市町と検討中



○レセプトデータ等の分析、分析結果に基づく健康課題の抽出(例）
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目標・目標を達成するための戦略を検討

県データヘルス計画の策定に向けて

２ 第２期における健康課題の抽出等

（１）虚血性心疾患・・・・・・・・・・虚血性心疾患の中でも急性心筋梗塞の死亡率が全国より有意に高い。

（２）脳血管疾患・・・・・・・・・・・死亡率は低下しているものの、要介護認定者の原因疾患1位である。

（３）糖尿病性腎症・・・・・・・・・人工透析患者のうち、糖尿病性腎症が原因となっている者が、44.1%である。

（４）悪性新生物（がん）・・・・・死因の1位であり、全国と比較しても女性の胃がんの死亡率は有意に高い。

第1期の健康課題

健
康
課
題
の
検
討

（ ）新たな健康課題・・・・・・・

優先して解決を目指す健康課題の優先づけ

第2期 県データヘルス計画策定

庁
内
で
の
検
討

市
町
と
の
検
討


